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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１面とその裏面の第２面を有する感光性絶縁材と、
　前記第１面に設けられ、前記第１面の一部を露出する開口部を有する補強材と、
　表面に接続端子を有し、該接続端子を前記第１面に向けて前記開口部内に配置された半
導体チップと、
　前記半導体チップおよび前記補強材を覆うように前記第１面に設けられた封止樹脂と、
　前記感光性絶縁材に形成され、前記接続端子に通ずる貫通穴と、
　前記貫通穴に形成され、前記接続端子と電気的に接続されたビアと、
　前記第２面に設けられ、前記ビアと電気的に接続された多層の配線層および該多層の配
線層間の絶縁層と、
を備え、
　前記半導体チップおよび前記封止樹脂上に設けられた前記感光性絶縁材、前記絶縁層、
および前記多層の配線層を有する配線構造の厚さが、前記半導体チップの厚さよりも薄い
ことを特徴とする半導体パッケージ。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体パッケージにおいて、
　前記接続端子が、前記半導体チップの表面から突起しており、
　前記接続端子が、前記感光性絶縁材中にめり込んでいることを特徴とする半導体パッケ
ージ。
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【請求項３】
　請求項１または２記載の半導体パッケージにおいて、
　前記半導体チップの裏面が、前記封止樹脂から露出していることを特徴とする半導体パ
ッケージ。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の半導体パッケージにおいて、
　前記封止樹脂が、モールド樹脂からなり、
　前記絶縁層が、樹脂フィルムからなることを特徴とする半導体パッケージ。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の半導体パッケージにおいて、
　前記配線構造には、前記感光性絶縁材側から積層される配線層のうち最上層の配線層に
電極パッドが設けられていることを特徴とする半導体パッケージ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体パッケージの製造技術に関し、特に、高集積化・高密度化および微細
化された半導体チップを搭載した半導体パッケージに適用して有効な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特開２００４－１０３６６５号公報（特許文献１）には、チップの電極が形成された面
に、エネルギー線照射によりイオン交換性基を生成或いは消失させ得る絶縁性基板を配置
し、露光および無電解めっきにより、チップの電極と接続された貫通導体を形成する技術
が開示されている。
【０００３】
　また、特開２００４－４７５４３号公報（特許文献２）には、チップ上にビルドアップ
多層配線を形成するにあたり、チップからみて一層目は感光性樹脂膜を用いて、他の層は
非感光性樹脂膜を用いて形成する技術が開示されている。このチップの電極に対応するビ
ア孔は、感光性樹脂膜に露光、現像することにより形成される。
【０００４】
　また、ＷＯ　０２／１５２６６（特許文献３）、ＷＯ　０２／３３７５１（特許文献４
）、およびＵＳ　７２０２１０７（特許文献５）には、チップの能動面とその周囲の封止
樹脂上に配線層と絶縁層を積層し、パッケージ基板を形成する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－１０３６６５号公報
【特許文献２】特開２００４－４７５４３号公報
【特許文献３】ＷＯ　０２／１５２６６
【特許文献４】ＷＯ　０２／３３７５１
【特許文献５】ＵＳ　７２０２１０７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　半導体チップをパッケージ化した半導体パッケージ（半導体装置）の製造には、例えば
、半田を用いたフリップチップ実装が用いられるが、半導体チップの接続端子は、半導体
素子の高集積化・高密度化に伴いファインピッチ化されてきている。このため、半導体チ
ップを実装する基板側にも微細化・高密度化に対応する処理が施されている。
【０００７】
　しかしながら、パッケージ基板製造の主流である、セミアディティブ法、サブトラクテ
ィブ法などで配線層をビルドアップしていく方法では、まもなく微細配線化の限界を迎え
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るといわれている。これを解決する手段として、チップ実装に関しては、配線層のファイ
ンピッチ化のため、様々なアプローチがなされている。例えば、パッケージ基板製造につ
いて種々の微細配線形成が試みられている（例えば、特許文献３～５）。
【０００８】
　このように、半導体素子の高密度化に伴い、ファインピッチ化に対応した半導体パッケ
ージへの要求が高まっている。しかし、半導体パッケージへの半導体チップの搭載に、半
田によるフリップチップ実装を用いた場合、ファインピッチとなるに従い、半田のマイグ
レーションによって接続信頼性が低下し、これにより製造歩留まりが低下してしまう。
【０００９】
　また、例えば、特許文献３～５に記載の技術のような製造プロセスを用いたパッケージ
基板製造は、微細配線形成には有効であるが、従来のパッケージ基板製造技術に比べ、コ
ストが増大してしまう。また、この製造プロセスで用いられる微細配線形成技術は、非常
に平滑な面にしか適用できず、例えば、有機基板のような反り、うねりがある基板上に同
じデザインルールの微細配線を形成することは困難を伴い、製造歩留まりが低下してしま
うことが考えられる。
【００１０】
　また、封止樹脂上に再配線する技術を用いる技術においても、封止樹脂上面とチップ能
動面との段差や反り、封止樹脂の熱処理による熱膨張、樹脂収縮によるチップ位置ズレな
どにより、微細配線を形成することは困難を伴い、製造歩留まりが低下してしまうことが
考えられる。
【００１１】
　本発明の目的は、半導体チップとの接続信頼性を向上することのできる半導体パッケー
ジを提供することにある。本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書
の記述および添付図面から明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次のと
おりである。本発明の一実施の形態における半導体パッケージは、第１面とその裏面の第
２面を有する感光性絶縁材と、前記第１面に設けられ、前記第１面の一部を露出する開口
部を有する補強材と、表面に接続端子を有し、該接続端子を前記第１面に向けて前記開口
部内に配置された半導体チップと、前記半導体チップおよび前記補強材を覆うように前記
第１面に設けられた封止樹脂と、前記感光性絶縁材に形成され、前記接続端子に通ずる貫
通穴と、前記貫通穴に形成され、前記接続端子と電気的に接続されたビアと、前記第２面
に設けられ、前記ビアと電気的に接続された多層の配線層および該多層の配線層間の絶縁
層と、を備え、前記半導体チップおよび前記封止樹脂上に設けられた前記感光性絶縁材、
前記絶縁層、および前記多層の配線層を有する配線構造の厚さが、前記半導体チップの厚
さよりも薄いことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明
すると、この一実施の形態によれば、半導体チップとの接続信頼性を向上することのでき
る半導体パッケージを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明者らが検討した製造工程中の半導体パッケージを模式的に示す断面図であ
る。
【図２】図１に続く製造工程中の半導体パッケージを模式的に示す断面図である。
【図３】図２に続く製造工程中の半導体パッケージを模式的に示す断面図である。
【図４】本発明者らが検討した製造工程中の半導体パッケージの不具合を説明するための
断面図である。
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【図５】本発明の一実施形態における製造工程中の半導体パッケージを模式的に示す平面
図である。
【図６】図５のＸ－Ｘ線における製造工程中の半導体パッケージを模式的に示す断面図で
ある。
【図７】図６に続く製造工程中の半導体パッケージを模式的に示す断面図である。
【図８】図７に続く製造工程中の半導体パッケージを模式的に示す断面図である。
【図９】図８に続く製造工程中の半導体パッケージを模式的に示す断面図である。
【図１０】図９に続く製造工程中の半導体パッケージを模式的に示す断面図である。
【図１１】図１０に続く製造工程中の半導体パッケージを模式的に示す断面図である。
【図１２】図１１に続く製造工程中の半導体パッケージを模式的に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施形態を説明する
ための全図において、同一の機能を有する部材には同一の符号を付し、その繰り返しの説
明は省略する場合がある。
【００１６】
　まず、本発明者らが検討した半導体パッケージ（半導体装置）の製造技術について図１
～図４を参照して説明する。図１に示すように、粘着材２を貼った金属板１を準備する。
この金属板１は半導体パッケージの製造におけるウェハー状の基材であり、粘着材２は金
属板１に半導体チップ（以下、単にチップという）３を仮固定するためのものである。
【００１７】
　このような粘着材２を有する金属板１を準備した後、表面に接続端子４を有するチップ
３（例えば２個）をその表面側で粘着材２に接着させて搭載し、チップ３をモールド樹脂
５で封止する。ここで、接続端子４はチップ３の表面から突起しているので、搭載時に、
接続端子４は粘着材２にめり込まれている。また、チップ３は、微細化・高密度化で形成
されている。
【００１８】
　続いて、樹脂封止されたチップ３から、粘着材２を含む金属板１を分離（剥離）した後
、図２に示すように、モールド樹脂５の表面上に感光性の絶縁膜６などを例えばスピンコ
ートによって形成した後、フォトリソグラフィ技術を用いて接続端子４に通ずるビア（ｖ
ｉａ）穴７を絶縁膜６に形成する。フォトリソグラフィ技術を用いてのビア穴形成は、例
えばレーザビア技術によるビア穴形成よりも、微細な径で形成することができるので、微
細化・高密度化されたチップ３との接続に対応することができる。
【００１９】
　続いて、図３に示すように、接続端子４と電気的に接続する導電性材（例えば、銅めっ
き膜）をビア穴７に形成してビア８を形成し、ビア８と電気的に接続する配線層９を絶縁
膜６上に形成する。その後、ビルドアップ法によって、配線層１０、１１、ビア１２、１
３、層間絶縁膜１４、１５およびソルダレジスト層１６が形成されて、半導体パッケージ
が略完成する。
【００２０】
　しかしながら、前述のモールド樹脂５の樹脂封止工程では、以下の問題が発生すること
を本発明者らは見出した。まず、樹脂封止工程時の熱（例えば、１５０℃～１７０℃程度
）の影響により、金属板１の膨張やモールド樹脂５の収縮が発生し、チップ３の位置が設
計基準値から大幅にずれてしまう場合がある。図４に、モールド樹脂５で封止されるチッ
プ３ａ、３ｂの設計基準値による位置をそれぞれ破線Ａ、Ｂで示し、これに対してチップ
３ａ、３ｂが位置ずれしている状態を示している。
【００２１】
　また、図４に示すチップ３ａのように、樹脂封止工程で、接続端子４上にモールド樹脂
５が染み込み、電気的接続を確保できない場合がある。樹脂封止工程の後では、金属板１
をチップ３およびモールド樹脂５から分離（剥離）するが、この分離のために粘着材２と
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チップ３との接着力は、強固とすることはせず、分離可能なものとしている。このため、
粘着材２の接着力が弱すぎる場合、樹脂封止工程での封止圧により、接続端子４までモー
ルド樹脂５が染み込む場合がある。
【００２２】
　一方、チップ３と粘着材２との接着力が強すぎる場合、図４に示すチップ３ｂのように
、粘着材２にめり込んだ接続端子４の高さ分だけ、接続端子４がモールド樹脂５の表面か
ら突出してしまうことが考えられる。
【００２３】
　このため、前述の工程で形成された半導体パッケージでは、例えば、絶縁膜６、層間絶
縁膜１４、１５およびソルダレジスト層１６の形成時に平坦な絶縁膜等の形成ができない
場合、ビア穴７形成時のマスクずれによる接続不良が発生する場合、ビア８自体の導通不
良が発生する場合などの問題が生じる。
【００２４】
　このように、微細化・高密度化されたチップ３の接続端子４に対して、フォトリソグラ
フィ技術を用いたビア穴７形成は有効であるが、前述のような問題が生じる。
【００２５】
　次に、前述の検討を基にした半導体パッケージ（半導体装置）の製造技術について図５
～図１２を参照して説明する。
【００２６】
　まず、図５および図６に示すように、表面２１ａ（第１面）とその裏側の背面２１ｂ（
第２面）を有する感光性絶縁材２１を準備する。この感光性絶縁材２１は、未硬化状態で
接着性を有するものである。例えば、感光性絶縁材２１は、硬化温度が２００℃程度の感
光性樹脂からなり、厚さが６～１０μｍ程度である。この感光性絶縁材２１としては、エ
ポキシ系樹脂、ポリイミド系樹脂、フェノール系樹脂等の感光性樹脂を使用できる。なお
、本実施形態では、表面２１ａ側で半導体チップが感光性絶縁材２１に接着（搭載）され
ることとなる。
【００２７】
　この感光性絶縁材２１の背面２１ｂには、感光性絶縁材２１への露光工程で用いられる
露光光（例えば、紫外線光）を透過するテープ２２が接着（貼付）されている。テープ２
２は、感光性絶縁材２１の基材であり、例えば、ＰＥＴ（polyethylene terephthalate）
とこれに塗工されたシリコーン系粘着材からなり、全体の厚さが２５～３０μｍ程度のも
のである。すなわち、シリコーン系粘着材によってテープ２２が背面２１ｂに接着された
感光性絶縁材２１が準備される。この露光光を透過するテープ２２は、熱膨張係数が小さ
いものが好ましい。感光性絶縁材２１に実装される半導体チップに対して、熱膨張による
位置ずれを抑制するためである。このように準備される感光性絶縁材２１は、例えばフィ
ルム状として背面２１ｂをテープ２２に接着した形態で使用できる。または、離型剤（フ
ッ素系離型剤やシリコーン系離型剤）を設けたテープ２２の表面に感光性樹脂膜を塗布し
、テープ２２表面に層状に感光性絶縁材２１を形成した形態で使用できる。
【００２８】
　続いて、粘着材２３を有する環状の治具２４（枠体）と、治具２４の内側に配置され、
複数の開口部２５ａを有する補強材２５とを感光性絶縁材２１の表面２１ａに接着する。
治具２４は、例えば、ステンレスなどの金属からなり、厚さが１ｍｍ程度、直径が８ｉｎ
ｃｈ程度のものである。また、補強材２５は、例えば、金属（例えば、銅、ステンレス、
アルミニウム）、樹脂、またはガラスエポキシなどの剛性を有するスティフナーやフィル
ムからなり、厚さが例えば１００μｍ程度のものである。
【００２９】
　感光性絶縁材２１に粘着材２３（厚さは例えば数μｍ程度）を介して環状の治具２４を
接着することで、フィルムを張った状態とすることができ、感光性絶縁材２１の表面２１
ａ、背面２１ｂを平坦に固定することができる。また、環状の治具２４を用いることで、
感光性絶縁材２１と治具２４が、半導体プロセスで用いられる略円形の半導体ウェハーと
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同形状となり、ハンドリングなどにおいて半導体ウェハーと同様に取り扱うことができる
。
【００３０】
　また、後の工程では、環状の治具２４の内側の感光性絶縁材２１の表面２１ａ上にモー
ルド樹脂を形成することになる。その際モールド樹脂の収縮が起こり、特に、表面２１ａ
の中心側より外側で収縮が起こる。このため、感光性絶縁材２１の外側に配置されること
となる環状の治具２４によって、モールド樹脂の収縮に伴うフィルム状の感光性絶縁材２
１の収縮を抑制することができる。
【００３１】
　また、感光性絶縁材２１は、その背面２１ｂ側に接着されたテープ２２によって剛性が
確保されているが、本実施形態では、さらに、表面２１ａ側に補強材２５を接着すること
によって、より剛性を向上することができる。一方、パッケージの剛性（強度）が保てる
場合、補強材２５は不要となる。また、補強材２５は、複数の開口部２５ａを有しており
、この開口部２５ａからは感光性絶縁材２１の表面２１ａが露出している。本実施形態で
は、この開口部２５ａから露出している表面２１ａのチップ搭載領域Ｃに、チップが配置
されることとなる。なお、１つの開口部２５ａに搭載するチップの数は任意であり、１個
でも複数個でも良い。
【００３２】
　続いて、図７に示すように、感光性絶縁材２１の表面２１ａに、表面に接続端子２６を
有するチップ２７をその表面側で接着し搭載する。例えば１２５μｍ～７００μｍ程度の
厚さのチップ２７には、その表面側に半導体製造プロセスによって、例えば、半導体素子
、配線層、それらを保護する表面保護膜（図示せず）が形成されている。この表面保護膜
から露出している接続端子２６は、半導体素子と電気的に接続されている。本実施形態で
は、接続端子２６は、ローポストのようにチップ２７の表面から突起しており、高さが例
えば１～５μｍ程度のものである。なお、接続端子２６は、後の工程でビアと接続できる
面積が確保されていれば、チップ２７の表面と同一面の高さでも良く、また、表面に埋め
込まれた状態であっても良い。
【００３３】
　感光性絶縁材２１にチップ２７を搭載する際には、感光性絶縁材２１の硬化温度より低
い温度で、チップ２７を加熱しながらチップ２７を感光性絶縁材２１の表面２１ａに接着
している。本実施形態では、感光性絶縁材２１で用いる樹脂の硬化温度は、例えば２００
℃程度であるので、チップ２７の加熱は例えば１００℃程度としている。
【００３４】
　このように、チップ２７を加熱しながら、感光性絶縁材２１に搭載することで、感光性
絶縁材２１と、チップ２７の表面保護膜（例えば、有機系樹脂）との接着性を向上するこ
とができ、チップ２７を感光性絶縁材２１に固定することができる。この感光性絶縁材２
１は、最終的な半導体パッケージにおいて、チップ２７と接着したまま残存させるので、
チップ２７と強力に固定して良い。
【００３５】
　このため、図４を参照して説明したように、樹脂封止時において、樹脂が染み出したり
することを防止することができ、接続不良を低減することができる。したがって、半導体
パッケージの製造歩留まりの低下を抑制することができる。
【００３６】
　また、本実施形態では、感光性絶縁材２１へのチップ２７の実装の際には、感光性絶縁
材２１に対して加熱処理を施していない。図５に示したような大きさ（例えば８ｉｎｃｈ
程度）の感光性絶縁材２１全体を加熱し、各チップ搭載領域Ｃのそれぞれにチップ２７を
搭載する場合、感光性絶縁材２１への加熱時間が長くなってしまい、感光性絶縁材２１が
硬化した状態となってしまうからである。
【００３７】
　このような感光性絶縁材２１が硬化した場合、フォトリソグラフィ技術を用いた露光及



(7) JP 5633096 B2 2014.12.3

10

20

30

40

50

び現像工程において、ビア穴が設計通りに形成されず、接続不良となることが考えられる
。そこで、本実施形態では、チップ２７のみを加熱しながら感光性絶縁材２１に接着させ
ている。したがって、接続不良を低減することができ、半導体パッケージの製造歩留まり
の低下を抑制することができる。
【００３８】
　また、チップ２７の表面から接続端子２６が突起しているような場合、チップ２７を加
熱しながら、感光性絶縁材２１に搭載することで、接続端子２６を感光性絶縁材２１中に
めり込ませている。チップ２７の接続端子２６も加熱されるので、感光性絶縁材２１中へ
容易にめり込ませることができ、また、感光性絶縁材２１へのチップ２７の接着性をより
向上することができる。
【００３９】
　このため、図４を参照して説明したように、樹脂封止時において、チップの接続端子上
に樹脂が染み出したりすることを防止することができ、接続不良を低減することができる
。したがって、半導体パッケージの製造歩留まりの低下を抑制することができる。
【００４０】
　続いて、図８に示すように、パターン２８を有するフォトマスク（図示せず）を用いて
、透明なテープ２２を介して背面２１ｂ側から感光性絶縁材２１を露光する。本実施形態
では、パターン２８に形成された開口部２８ａを露光光（図８中で矢印、破線で示す）が
通過し、チップ２１の接続端子２６に到達するビア穴となる箇所の感光性絶縁材２１を感
光する。
【００４１】
　この露光工程では、接続端子２６に到達するビア穴を形成するために、接続端子２６に
対する開口部２８ａの位置合わせが重要となる。本実施形態では、ビア穴形成の露光工程
まで、図４を参照して説明したチップの位置ずれが発生してしまう樹脂封止工程を行って
いないので、所望の位置に精度良く露光することができる。このため、接続端子２６とビ
アとの接続不良を低減することができる。したがって、半導体パッケージの製造歩留まり
の低下を抑制することができる。なお、本実施形態では、例えば、３０μｍ程度の接続端
子２６の径に対して、最小のビア穴径を例えば１０μｍ程度とすることができる。
【００４２】
　続いて、図９に示すように、補強材２５とともに、感光性絶縁材２１の表面２１ａ上の
チップ２７を、その背面が被覆されるように樹脂封止する。これにより、チップ２７はモ
ールド樹脂２９によって覆われて、保護される。この工程では、感光性絶縁材２１の硬化
温度（例えば、２００℃程度）より低い温度（例えば、１５０℃～１７０℃程度）で、チ
ップ２７が樹脂封止される。
【００４３】
　感光性絶縁材２１に、例えば、硬化温度以上の温度が加わった場合、後の工程で行われ
る現像工程において感光性絶縁材２１の感光箇所（ビア穴形成箇所）で、現像が良好に行
われないことも考えられる。そこで、本実施形態では、ビア穴が形成するまでは、感光性
絶縁材２１へ硬化温度以上の温度を加えない製造工程となるようにしている。
【００４４】
　また、本実施形態では、感光性絶縁材２１とチップ２７は固定されているので、モール
ド樹脂封止の際には、図４で示したような、接続不良に繋がるモールド漏れや、段差など
の発生を抑制することができる。したがって、半導体パッケージの製造歩留まりの低下を
防止できる。
【００４５】
　続いて、ビア穴の位置が感光された感光性絶縁材２１を現像する前に、テープ２２を感
光性絶縁材２１から分離する。感光性絶縁材２１とテープ２２とは、シリコーン系粘着材
で接着されている。本実施形態では、基材に板ではなく、テープ２２を用いているので、
例えば、剥離ローラによってテープ２２を感光性絶縁材２１から容易に剥離することがで
きる。
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【００４６】
　続いて、図１０に示すように、感光されている感光性絶縁材２１を現像することによっ
て、接続端子２６に通ずるビア穴３０（貫通穴）を感光性絶縁材２１に形成する。このよ
うに、ビア穴３０を形成するにあたり、フォトリソグラフィ技術を用いているが、ビア穴
３０を形成するにあたり、レーザビア技術を用いることも考えられる。しかしながら、レ
ーザビア技術よりフォトリソグラフィ技術は、加工寸法を小さくすることができるので、
微細化・高密度化に対応させた半導体パッケージを形成するあたり、本実施形態では、フ
ォトリソグラフィ技術を用いて、ビア穴３０を形成している。
【００４７】
　なお、本実施形態では、感光性絶縁材２１を露光した後に、チップ２７を樹脂封止し、
次いで、感光性絶縁材２１を現像しているが、感光性絶縁材２１を露光した後であれば、
感光性絶縁材２１を現像した後、チップ２７を樹脂封止しても良い。樹脂封止工程でモー
ルド樹脂２９が収縮した場合であっても、接続端子２６に通ずるビア穴３０が形成されて
いるからである。
【００４８】
　続いて、図１１に示すように、例えば、セミアディティブ法によって、ビルドアップ層
を形成する。すなわち、本実施形態では、チップ２７とモールド樹脂２９上に、配線層お
よび絶縁層が形成されることとなる。なお、以下の説明では、チップ２７とモールド樹脂
２９上には、ビルドアップ法に配線層と絶縁層が積層されるが、実際の配線層と絶縁層は
、チップ厚に比較し非常に薄いものであり、本発明では、チップ２７とモールド樹脂２９
を基体として、その上に配線層と絶縁層が積層されるものである。
【００４９】
　まず、接続端子２６と電気的に接続する導電性材をビア穴３０に埋め込むことによって
ビア３１を形成すると共に、ビア３１と電気的に接続する配線層３２を感光性絶縁材２１
上に形成する。具体的には、ビア穴３０内および感光性絶縁材２１上に銅等の無電解めっ
きなどによりシード層（図示しない）を形成した後に、ビア３１及び配線層３２が形成さ
れる領域に開口部が設けられたレジスト層（図示しない）を形成する。次いで、前記シー
ド層をめっき導通部に用いた電解めっき法によって、前記レジスト層の開口部内に、例え
ば銅めっき膜を形成する。次いで、前記レジスト層を剥離した後、前記銅めっき膜をマス
クにして前記シード層をエッチングする。これにより、ビア穴３０内に形成されたビア３
１と感光性絶縁材２１上に形成された配線層３２が一体に形成される。
【００５０】
　その後、感光性絶縁材２１上に形成されている配線層３２を覆うように例えば１０μｍ
～１５μｍ程度の厚さの、ポリイミド等の絶縁樹脂からなる層間絶縁層３３を形成した後
、配線層３２に到達するビア穴を形成し、そのビア穴を介して配線層３２と電気的に接続
される配線層３４を形成する。この配線層３４は、配線層３２と同様に形成され、例えば
銅めっき膜からなる。次いで、例えば２０μｍ～２５μｍ程度の厚さの、樹脂フィルムを
積層して形成された層間絶縁層３５、および配線層３４と電気的に接続される配線層３６
を形成する。
【００５１】
　次いで、層間絶縁層３５上に、配線層３６の表面を露出する開口部を有するソルダレジ
スト層３７を形成する。ソルダレジスト層３７は、例えば、層間絶縁層３５上にフィルム
状のレジストを形成した後、該レジストに対して露光・現像を行うことによって形成され
る。ソルダレジスト層３７から露出している部分の配線層３６は、電極パッドとして用い
られる。この電極パッドの表面には、ニッケルめっきと金めっき等のめっき層を設けても
良い。また、ソルダレジスト層３７によって、外部接続端子との接続時のショート（短絡
）が防止され、また保護される。このように、本実施形態では、チップ２７とモールド樹
脂２９を基材として、その上に感光性絶縁材２１、配線層３２、３４、３６、層間絶縁層
３３、３５、ソルダレジスト層３７を積層し、多層の配線構造３８を得ている。
【００５２】
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　続いて、感光性絶縁材２１に治具２４が接着した状態で、少なくとも一つの開口部２５
ａが含まれるよう、隣接する開口部２５ａ間であるチップ２７周囲の、モールド樹脂２９
、補強材２５、配線構造３８を切断し、チップ２７を有する個片を形成し、図１２に示す
ような半導体パッケージ（半導体装置）が完成する。なお、本実施形態では、チップ２７
背面をモールド樹脂２９で被覆した状態を示しているが、個片にする切断前に、モールド
樹脂２９を研磨し、チップ２７背面を露出しても良い。また、配線層３６（電極パッド）
に、はんだボール等の外部接続端子を接合後、切断し、半導体パッケージを得ても良い。
【００５３】
　このように、本実施形態では、ビア穴形成用の露光を行った後、チップ２７を樹脂封止
するので、熱処理時のモールド樹脂２９の膨張収縮によるチップ位置ずれの影響を受けず
に感光性絶縁材２１は現像され、最終的に接続端子２６とビア３１とを良好に電気的に接
続することができる。したがって、接続不良が低減されるため、半導体パッケージの製造
歩留まりを向上することができる。
【符号の説明】
【００５４】
　１　金属板
　２　粘着材
　３、３ａ、３ｂ　チップ
　４　接続端子
　５　モールド樹脂
　６　絶縁膜
　７　ビア穴
　８　ビア
　９、１０、１１　配線層
　１２、１３　ビア
　１４、１５　層間絶縁膜
　１６　ソルダレジスト層
　２１　感光性絶縁材
　２１ａ　表面（第１面）
　２１ｂ　背面（第２面）
　２２　テープ（基材）
　２３　粘着材
　２４　治具
　２５　補強材
　２５ａ　開口部
　２６　接続端子
　２７　チップ
　２８　パターン
　２９　モールド樹脂
　３０　ビア穴（貫通穴）
　３１　ビア
　３２　配線層
　３３　層間絶縁層
　３４　配線層
　３５　層間絶縁層
　３６　配線層
　３７　ソルダレジスト層
　３８　配線構造



(10) JP 5633096 B2 2014.12.3

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】



(11) JP 5633096 B2 2014.12.3

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(12) JP 5633096 B2 2014.12.3

10

フロントページの続き

(72)発明者  日詰　徹
            長野県長野市小島田町８０番地　新光電気工業株式会社内
(72)発明者  立岩　昭彦
            長野県長野市小島田町８０番地　新光電気工業株式会社内

    審査官  坂本　薫昭

(56)参考文献  特開平１１－２３３６７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００４／０６４１５０（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２３／１２　　　　
              Ｈ０５Ｋ　　　３／４６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

